
第 116号 議 案

令和元年度長崎県下般会計補正予算 (第 3号 )

希和元年度長‖奇県下般会計補正予算 (第 3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳鶴予算の補正)          ‐

第と条 裁入戯鶴予算の総額に歳入歳出それぞれ95,1鵞千用を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

712,155,132千用とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1表

歳入歳騒予算補正Jによる。

令 ボ露元 年 9月 18目 提 出

長 崎 県 知 事,中  村  法  道
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第 1表 歳入歳出予算補正

歳 入

詩み蔵 正 額補正前の額
款

千限

117.617,009

千

30,70S117,586.304

45,174,50430,70545,143,7992国庫補助金

211315,46632,23721.283,229

20,458,17832.23720,423,9412基金孝員入金

87,411,77732,28737,3791540

3,832,92232,2373,300,6858雑   入

712,155,1329511797121059,953
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歳  蟄

款 項 補正前の額 補 正 額 計

7再 工 費
千劇

32.185.468 !

千質

96,179 32

予臓

580,647

4観 光 費 1,383.304 95,170 1,478.483

歳1  歯   合 ィ 計 712,059,953 95il10 712.16S,132
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